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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年９月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年７月１２日 １０時０８分ごろ 

発生場所 山口県下松市小
こ

島南東方沖 

 大水無瀬
お お み な せ

島灯台から真方位２８４°３.４０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°５６.９４′ 東経１３１°５１.８９′） 

事故調査の経過  平成２６年７月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 RIZE
ラ イ ズ

、３.２トン 

   ２９４－２４４１８山口、個人所有 

   ９.０５ｍ（Lr）×２.７１ｍ×０.７６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２３５kＷ、平成４年１１月 

Ｂ 漁船 ハヤシ丸、１.９トン 

   ＹＧ３－５２２３３（漁船登録番号）、個人所有 

      ８.２０ｍ（Lr）×２.４８ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

      ディーゼル機関、漁船法馬力数４０、昭和６１年１２月２０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３１歳 

   一級小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２３年２月１７日 

    免許証交付日 平成２３年２月１７日 

           （平成２８年２月１６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４３歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６３年９月１７日 

    免許証交付日 平成２１年１０月８日 

           （平成２６年１０月１２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板及び船底に擦過傷 

Ｂ 船尾部左舷外板に破口及び機関等に濡損 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客４人を乗せ、山口県下松

市笠
かさ

戸
ど

島北東岸沖を約１６ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で南東進し、笠戸島鎌
かま

石
いし

岬北東方沖で予定進路上に他船がいな
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いことを目視及び１.５Ｍに設定したレーダーで確認したのち、針路

を南西方に転じて航行した。 

船長Ａは、針路を南西方に転じた際、予定針路上に他船を認めなか

ったので、操舵室左舷側の操縦席に腰を掛け、右舷後方を向き、釣り

客と釣りの話をしていたところ、平成２６年７月１２日１０時０８分

ごろ、小島南東方沖で衝撃を感じて船首方を確認すると、Ａ船の船首

部がＢ船の船尾部左舷側と衝突して操舵室付近まで乗り上っているこ

とに気付いた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、小島南東方沖で、時折機関を前

進にかけながら建網漁の揚網作業を行っていた。 

Ｂ船は、船首を南西方に向け、機関を中立運転とし、船首甲板右舷

側で、船首方を向き、巻上げ用ローラを使って揚網作業を行っていた

とき、船長Ｂが、船尾方からエンジン音が聞こえたので船尾方を振り

返ったところ、Ｂ船に接近して来るＡ船を至近に認めたものの、どう

することもできず、危険を感じて海に飛び込んだ直後、Ａ船と衝突

し、右舷側に転覆した。 

船長Ｂは、Ａ船に救助された。 

Ａ船は自力で航行して、Ｂ船は僚船にえい
．．

航されて、それぞれ帰港

した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２  

Ｂ船の損傷状況 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

船長Ａは、Ａ船が、約１６kn の速力で航行する際、船首が浮上し

て船首方に死角を生じるので、日頃、船首を左右に振って船首方の見

張りを行っていた。 

船長Ｂは、揚網作業中、網をたぐり寄せながら漁獲物を外さなけれ

ばならないので、周囲の見張りをする余裕がなかった。 

船長Ｂは、本事故当日、建網を約２,０００ｍ入れていた。 

Ｂ船は、本事故時、鼓形形象物及び円すい形形象物を表示していな

かった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、小島南東方沖を南西進中、船長Ａが、針路を南西方に転じ

る際、予定針路上に他船を認めなかったので、前路に他船はいないも

のと思い、右舷後方を向いて釣り客と会話し、見張りを適切に行って

いなかったことから、Ｂ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 
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 Ｂ船は、小島南東方沖で漂泊して揚網中、船長Ｂが、機関を中立運

転とし、船首甲板右舷側で、船首方を向き、巻上げ用ローラを使って

揚網作業を行っていたとき、船尾方からエンジン音が聞こえたので 

船尾方を振り返ったところ、接近して来るＡ船を至近に認め、危険を

感じて海に飛び込んだ直後、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、小島南東方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が漂泊し

て揚網中、船長Ａが、前路に他船はいないものと思い、右舷後方を向

いて釣り客と会話し、見張りを適切に行っていなかったため、Ｂ船に

気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・操業中は、法定の灯火又は形象物を表示すること。 
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写真１ Ａ船の損傷状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損傷箇所 


